
 

 

 

鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危

険なブロック塀等の除却工事をする者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ ブロック塀等 鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立

塀（万年塀）及び組積（石、レンガ等）造の塀をいう。 

⑵ ブロック塀等の除却 ブロック塀等、門柱及びこれらの基礎の一部又は全部を解体撤去

することをいう。 

⑶ 軽量なフェンス等 ブロック塀等以外の軽量なフェンスや門をいう。 

⑷ 通学路 児童が小学校に通うため通行する道路の区間で学校長が定めるものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、本市内においてブロック塀等を所有し、又

は管理する者（市から当該ブロック塀等が危険である旨の指導又は勧告を受けた者に限る。）

であって、原則として交付決定通知日以降に工事に着手し、申請年度の１月末日までに工事

を完了し、かつ、補助金の交付請求を行うことができる者とする。ただし次に掲げる者を除

く。 

⑴ ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀等を除却する者 

⑵ 鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業によりブロック塀等を除却する者 

⑶ 当該ブロック塀等が設置されている場所において、この要綱に基づき補助金の交付を受

けたことがある者 

（補助金の交付対象基準） 

第４条 補助金の交付対象となるブロック塀等又は軽量なフェンス等は、次のとおりとする。

ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。 

⑴ ブロック塀等は、申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長が１メートル以上、

かつ、高さが１メートル以上のもの（擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ

が１メートル以上、かつ、塀の高さが60センチメートル以上のもの） 

⑵ 当該ブロック塀等の除却後に設置する軽量なフェンス等 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額の合算額とする。 

⑴ ブロック塀等の塀部分は、別表に定める塀の種類に応じ、単位当たりの標準工事費の額

に、除却工事する部分の見付面積（門柱又は控え壁がある場合は、その見付面積を加算す

る。）を乗じた額と当該ブロック塀等の除却工事の見積額とのいずれか少ない額に２分の

１（鎌倉市立小学校の通学路（補助金交付申請を行う年度の４月１日時点のもの）に面し

たブロック塀等については10分の９）を乗じて得た額とする。 



 

⑵ ブロック塀等のコンクリート又は鉄筋コンクリートの基礎部分は、別表に定める塀の種

類に応じ、単位当たりの標準工事費の額に、除却する部分の延長（門柱又は控え壁がある

場合は、その延長を加算する。）を乗じた額と当該基礎の除却工事の見積額とのいずれか少

ない額に２分の１（鎌倉市立小学校の通学路（補助金交付申請を行う年度の４月１日時点

のもの）に面したブロック塀等については10分の９）を乗じて得た額とする。 

⑶ 軽量なフェンス等は、別表に定める単位当たりの標準工事費の額に、設置する部分の延

長を乗じた額と当該軽量なフェンス等の設置工事の見積額とのいずれか少ない額に２分の

１（鎌倉市立小学校の通学路（補助金交付申請を行う年度の４月１日時点のもの）に面し

た軽量なフェンス等については10分の９）を乗じて得た額とする。 

２ 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事に着手する前に、

危険ブロック塀等対策事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 

⑴ 案内図 

⑵ ブロック塀等又は軽量なフェンス等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取り図 

⑶ 現況の写真 

⑷ ブロック塀等の除却工事又は軽量なフェンス等の設置工事の見積書の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定・通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地

調査を行い、適当と認めたときは、申請者に対し、危険ブロック塀等対策事業補助金交付決

定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めると

きは、条件を付すことができる。 

（申請の変更又は取下げ） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合及び工事予定額に変更

が生じた場合、又は申請を取り下げる場合には、危険ブロック塀等対策事業補助金交付（変

更・取下げ）申請書（第３号様式）を、変更にあっては変更に係る書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

（交付決定（変更・取下げ）通知） 

第９条 市長は、前条の申請により交付決定の変更の承認、不承認又は取下げの承認を行った

場合には、危険ブロック塀等対策事業補助金交付決定（変更・取下げ）通知書（第４号様式）

により申請者に通知するものとする。 

（完了届） 

第10条 第７条又は前条の規定により通知を受けた者は、第６条の申請にかかる工事が完了し

たときは、危険ブロック塀等対策事業工事完了届（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。なお、請求書は、請求金額、請求日等必要な事項を全て請

求者が記入したものでなければならない。 

 



 

⑴ 工事完了後の写真 

⑵ ブロック塀等の除却工事の領収書等の費用の支払いを確認できる書類の写し（軽量なフ

ェンス等の設置がある場合は、当該工事の領収書等の費用の支払いを確認できる書類の写

しを含む。） 

⑶ 請求書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第11条 市長は、前条の規定により危険ブロック塀等対策事業工事完了届の提出があったとき

は、当該工事完了の確認を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。 

（遵守事項） 

第12条 補助金の交付決定を受けた者及び補助金の交付を受けた者（以下「補助金受領者」と

いう。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 工事は専門の施工業者に依頼すること。 

⑵ 原則として、ブロック塀を再築しないこと。 

⑶ ブロック塀等除却後に建築基準法令に違反した建築物又は工作物を設置しないこと。 

（補助金の交付決定の取消し、返還） 

第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金受領者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若

しくは一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 申請に不正行為があったとき。 

⑵ 前条各号に規定する補助金の交付決定を受けた者及び補助金受領者の遵守事項に違反し

たとき。 

(その他の事項) 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則（平成 26年３月 31日市長決裁） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成 29年３月 24日市長決裁） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成 29年 11月５日市長決裁） 

この要綱は、平成29年11月５日から施行する。 

付 則（平成 30年３月 22日市長決裁） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（平成 31年３月 26日市長決裁） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   付 則（令和２年３月12日市長決裁） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

      付 則（令和３年３月24日市長決裁） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

   付 則（令和４年(2022年)３月18日市長決裁） 

 この要綱は、令和４年(2022年)４月１日から施行する。 

   付 則（令和５年(2023年)３月31日部長決裁） 

 この要綱は、令和５年(2023年)４月１日から施行する。 

   付 則（令和６年(2024年)３月28日部長決裁） 

 この要綱は、令和６年(2024年)４月１日から施行する。 

付 則（令和７年(2025年)３月31日部長決裁） 

 この要綱は、令和７年(2025年)４月１日から施行する。 

付 則（令和８年(2026年)３月27日部長決裁） 

 この要綱は、令和８年(2026年)４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第５条） 

鎌倉市危険ブロック塀等対策事業・標準工事費の額 

塀の種類 除却する部位 単位 単位当たりの標準工事費の額 

コンクリートブロック塀 

基礎 ｍ 23,890円 

塀 ㎡ 12,050円 

大谷石塀 

基礎 ｍ 25,250円 

塀 ㎡ 32,780円 

鉄筋コンクリート組立塀（万年

塀） 

塀（基礎工事

含む） 
㎡ 10,840円 

鉄筋コンクリート塀 
塀（基礎工事

含む） 
㎡ 25,430円 

レンガ塀 

基礎 ｍ 18,040円 

塀 ㎡ 13,740円 

 

 単位 単位当たりの標準工事費の額 

軽量なフェンス（基礎工事含む） ｍ 47,230円 

 



 

第１号様式（第６条） 

 

危険ブロック塀等対策事業補助金交付申請書 

    年  月  日 

（宛先）鎌 倉 市 長 

住所                    

申請者 氏名                    

電話    （     ）         

鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金の交付を受けたいので、鎌倉市危険ブロック塀等対策

事業補助金交付要綱第６条の規定により次のとおり申請します。 

申 請 場 所 鎌倉市 

工事予定額（税抜）                             円 

工 事 予 定 期 間 
□        年   月   日 ～     年   月   日 

□ 交付決定後に着手 

除却するブロック塀

等の概要 

除却するブロック塀等の種類 

□ 鉄筋コンクリート塀        □ コンクリートブロック塀 

□ 鉄筋コンクリート組立塀（万年塀） □ 組積（石、レンガ等）造の塀 

除却するブロック塀等の範囲   □全部 □一部 

除却するコンクリート基礎    □あり □なし 

除却する理由 

□ 鎌倉市から危険である旨の指導又は勧告を受けたため 

（調査番号    －    －    ） 

□ その他（                            ） 

除 却 後 の 処 置  

□ 軽量なフェンス等の設置 

（ □ 金属製の塀 □ 木製の塀 □                                ） 

□ 生垣・樹木の植栽 

□ その他（                            ） 

工 事 施 工 者 

住  所 

電話番号 

会 社 名 

制度を知ったきっかけ □広報かまくら □市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ □工事業者 □自治会・町内会 □その他（   ） 

□ 申請資料等について、国及び神奈川県に個人情報を含め情報提供することに同意します。 

（注）太枠の中を記入してください。 

添付書類 １ 案内図 ２ 見取り図（裏面） ３ 現況の写真 

４ ブロック塀等の除却工事、又は軽量なフェンス等の設置工事の見積書の写し 

５ 個人情報の取扱いに係る同意書 



 

（裏） 

見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 除却するブロック塀等、残すブロック塀等、設置する軽量なフェンス等の位置、構造、延

長及び高さを記入してください。 

２ 道路、建築物、方位等を記入してください。 



 

第２号様式（第７条） 

 

危険ブロック塀等対策事業補助金交付決定通知書 

 第     号 

    年  月  日 

           様 

 

                         鎌倉市長        □印  

     年   月   日付けで申請のあった危険ブロック塀等対策事業補助金の交付

について次のとおり決定しましたので、鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱第７条

の規定により通知します。 

決 定 区 分 

□ 交付します 

□ 交付しません 

理由 

 

申 請 場 所  

補 助 金 額              円 

交 付 の 時 期 ブロック塀等の除却、又は軽量なフェンス等の設置を確認した後 

遵 守 事 項 

１ 工事は専門の施工業者に依頼してください。 

２ 原則として、ブロック塀を再築しないでください。 

３ ブロック塀等除却後に建築基準法令に違反した建築物、又は工作物を設置

しないでください。 

備 考 

補助事業者等は、補助事業等を実施することの社会的な責任を自覚し、当該補

助事業等の実施に当たっては、誠実に実施するとともに、法令等を遵守してく

ださい。 

 なお、補助事業等の実施に係る補助事業者等の法令等の遵守状況について確

認するため、必要な報告を求めることがあります。また、求められたときは、

報告を行わなくてはなりません。 

 

 

 

 



 

第３号様式（第８条） 

 

危険ブロック塀等対策事業補助金交付（変更・取下げ）申請書 

      年  月  日 

（宛先）鎌 倉 市 長 

住所                    

申請者 氏名                    

電話    （     ）         

     年   月   日付けで危険ブロック塀等対策事業補助金の交付申請をしまし

たが、次のとおり計画（変更・取下げ）の承認を受けたいので、鎌倉市危険ブロック塀等対策事

業補助金交付要綱第８条の規定により申請します。 

申 請 場 所 鎌倉市 

計画の変更又は取

下げとその理由 

□ 変更（変更後の工事予定額（税抜）            円） 

  理由 

 

□ 取下げ 

  理由 

 

変 更 の 概 要 

項目 変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

  

工 事 施 工 者 

住  所 

電話番号 

会 社 名 

（注）太枠の中を記入してください。 

変更申請の場合は、変更の内容が確認できる書類を添付してください。 



 

第４号様式（第９条） 

 

危険ブロック塀等対策事業補助金交付決定（変更・取下げ）通知書 

 第     号 

    年  月  日 

 

           様 

 

                         鎌倉市長        □印  

      年   月   日付けで申請のあった危険ブロック塀等対策事業補助金の交付

（変更・取下げ）について次のとおり決定しましたので、鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助

金交付要綱第９条の規定により通知します。 

決 定 区 分 

□ 変更を承認する 

□ 変更を承認しない 

  理由 

 

□ 取下げを承認する 

 

申 請 場 所  

変 更 後 の 

補 助 金 額 

□ 変更なし 

□ 変更あり 

  （           円 →            円 ） 

備 考 

補助事業者等は、補助事業等を実施することの社会的な責任を自覚し、当該補

助事業等の実施に当たっては、誠実に実施するとともに、法令等を遵守してく

ださい。 

なお、補助事業等の実施に係る補助事業者等の法令等の遵守状況について確

認するため、必要な報告を求めることがあります。また、求められたときは、

報告を行わなくてはなりません。 



 

第５号様式（第 10条） 

 

危険ブロック塀等対策事業工事完了届 

    年  月  日 

  （宛先）鎌 倉 市 長 

 

住所                    

申請者 氏名                    

電話    （     ）         

    年  月  日付けで補助金交付決定（変更）の通知を受けましたが、次のとおり工

事が完了したので、鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱第 10 条の規定により届け

出ます。 

申 請 場 所 鎌倉市 

着 工 年 月 日      年   月   日 

完 了 年 月 日      年   月   日 

補 助 金 額                             円 

工 事 施 工 者 

住  所 

電話番号 

会 社 名 

（注）太枠の中を記入してください。 

添付書類 １ 工事完了後の写真 

２ ブロック塀等の除却工事の領収書等の費用の支払いを確認できる書類の写し

（軽量なフェンス等の設置がある場合は、当該工事の領収書等の費用の支払いを

確認できる書類の写しを含む。） 

３ 請求書 

４ その他市長が必要と認める書類 


